
 3

〓お知らせ〓 

 

 

 

４月６日（月）から１５日（水）までの１０日間「春の全国交通安全運動」が実施されます。 

各事業場におかれましても交通事故防止の徹底が図られますよう、ご協力をお願いします。 

    

期    間   ４月６日（月）～１５日（水） 

          ※交通事故死ゼロを目指す日 ４月１０日（金） 

 

全国交通安全運動の重点項目 

（1）子どもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法  

   の実践 

（2）歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシートベルト・チャイルドシ－トの適 

   切な使用の促進 

（3）自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ル－ルの遵守の徹 

（4）飲酒運転の根絶（山梨県重点） 

 

 

標記について､国土交通省から事務連絡がありましたのでお知らせします。  
近年、一部の指定自動車整備事業者において、前面ガラス及び側面ガラスにフィルム類が装着さ

れた自動車の点検整備等にあたり、可視光線透過率測定器による可視光線透過率の計測を行ってい

ないにも関わらず、保安基準に適合していないおそれがあると説明して自動車ユーザーにフィルム

類の剝離を指示する事案が発生しているとの情報が寄せられています。 また、指定自動車整備事

業者による当該測定機の取扱い方法が十分に理解されていないことにより、本来であれば保安基準

に適合するものが不適合と判断される事例も発生しているとのことです。 つきましては、フィル

ム類が装着された自動車の取扱いにあっては、下記の事項について再確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは、自動車整備振興会ホームページ・トップページ、お知らせ欄「指定自動車整備事業

におけるフィルム類の装着された自動車の取扱いに係る留意事項について」をご確認ください。 

 

春の全国交通安全運動の実施について 

指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された

自動車の取扱いに係る留意事項について 
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国土交通省より自動車整備事業に関するオンライン申請について、プレスリリースが行われたの

でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳しくは、自動車整備振興会ホームページ・トップページ、お知らせ欄「自動車整備事業に関

するオンライン申請について」をご確認ください。 

自動車整備事業に関するオンライン申請について 
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軽自動車検査協会からのお知らせ 


